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※おことわり

本来であれば平成２９年３月現在における五島市の組織機構に基づいて計画を策定するべ

きところでありますが、今後５ヵ年にわたる計画であることを考慮し、第２章から第５章

及び参考資料について、平成２９年４月からの組織機構に置き換えて表記していることをお

断り申し上げます。



男女共同参画社会の
実現を目指して

近年、少子・高齢化や人口減少の急速な進展、個人のライフスタイルや雇

用形態の多様化など、社会情勢はめまぐるしく変化しています。

このような中で、国は平成２７年１２月に第４次男女共同参画基本計画を策定

し、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

現に向けて、様々な施策を展開しています。平成２８年４月には女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律、通称“女性活躍推進法”が全面施行さ

れ、女性の採用・登用・能力開発のための事業主行動計画の策定が事業所に

義務付けられております。

五島市においては、平成２４年３月に「第２次五島市男女共同参画計画」を

策定し、当市における男女共同参画社会の実現に向け様々な取組を行ってき

ました。策定から５年が経過し、計画に基づく取組の検証を行い時代の変化

や国等施策の動きを踏まえながら、新たな課題に対応するべく、このたび第

３次五島市男女共同参画計画を策定いたしました。

本計画を推進し実効あるものとするためには、市民、事業者及び関係団体

の皆様と市がそれぞれの役割を認識し、一体として取り組んでいくことが重

要です。本計画の推進について、ご理解とご協力をいただきますようお願い

申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました五島市男

女共同参画審議会の委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました多くの市民

の皆様に心からお礼申し上げます。

平成２９年３月 五島市長 野 口 市太郎
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